
健水発第０９０５００１号

平成１７年 ９月 ５日

各都道府県水道行政担当部（局）長 殿

厚生労働省健康局水道課長

受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について

近年、受水槽等における衛生問題を解消するため、建築物等に設けられた受水

槽式給水設備の給水装置（直結給水）への切替えが進んでいます。

そこで、この度、社団法人日本水道協会に依頼し、検討した結果を踏まえ、別

添のとおり、受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項をとりま

とめたので、管下水道事業者等に対する周知方よろしくお願いします。

なお、厚生労働大臣認可水道事業者等に対しては、別途通知しております。

【問合せ先】

厚生労働省健康局水道課 給水装置係

電話 03-5253-1111（内線4009）



健水発第０９０５００２号

平成１７年 ９月 ５日

各厚生労働大臣認可水道事業者 殿

厚生労働省健康局水道課長

受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて

近年、受水槽等における衛生問題を解消するため、建築物等に設けられた受水

槽式給水設備の給水装置（直結給水）への切替えが進んでいます。

そこで、この度、社団法人日本水道協会に依頼し、検討した結果を踏まえ、別

添のとおり、受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項をとりま

とめたので、御了知のうえ、給水装置工事事業者等に対する周知・指導方よろし

くお願いします。

【問合せ先】

厚生労働省健康局水道課 給水装置係

電話 03-5253-1111（内線4009）
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受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項 

 
１. 事前確認 
  受水槽式給水設備を直結給水方式の給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指

定給水装置工事事業者が申込手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、事

前に次の(1)～(3)に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。 
なお、水道事業者は、耐圧試験の試験水圧について当該地域内の夜間を通した１日の

間の 大水圧に安全を考慮した圧力を加えたものとすることができる。 
 
(1) 更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場合 
  ① 既設配管の材質 

・ 「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）に適

合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認する。 
・ 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給

水管、給水用具に取り替える。 
・ 埋め込み等により確認が困難な場合は、水道事業者の判断を求める。 

  ② 既設配管の耐圧試験 
・ 耐圧試験における水圧は１.７５MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、水漏

れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示し

た場合はその試験水圧とする。 
  ③ 水質試験 

・ 直結給水への切替え前において、水道法第２０条第３項に規定する者による水

質試験を行い、水道法第４条に定める水質基準を満足していることを確認する。 
・ 採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させた

のち採水するものとする。 
・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、水道事業者との協議結果に応じて、

鉄、ｐＨ等の水質試験を実施する。 
 
(2) 更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状

況が明らかな場合 
①  既設配管の材質                   

・ ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施

工計画書（工法、塗料、工程表等）及び施工計画に基づく施工報告書（写真添

付)並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。 
・ なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認

証登録証の写しとすることができる。 
  ② 既設配管の耐圧試験 

・ 耐圧試験における水圧は、１.７５MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、水

漏れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示

した場合はその試験水圧とする。 
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  ③  浸出性能確認の水質試験 

・ 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５Ｌの流量

で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させた水を採取するとともに、管内

の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検査

機関で水質試験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足して

いることを確認する。 
・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸

出する可能性のある項目とする。 
 

(3) 更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状

況が確認できない場合 
  ① 既設配管の耐圧試験 

・ 耐圧試験における水圧は、１.７５MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、水

漏れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示

した場合はその試験水圧とする。 
  ②  浸出性能試験 

・ ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、

それを供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、

浸出等に関する基準に適合していることを確認する。 
・ 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、

現地にて水道水を１６時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内

の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管

内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、公的検

査機関で水質試験を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。

この場合において、一度の採水で５Ｌの水量を確保できない場合は、同じ操作

を繰り返し行い、水量を確保する。 
・ 試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別表第１のす

べての項目を行う。 
 
２．給水装置工事の申込み 

受水槽式の給水設備を給水装置に切替える工事は、既に給水の申込みを受け受水槽

まで供給している給水装置に接続する工事であることから、給水装置の変更（改造）

工事として取り扱う。 

水道事業者に給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定給水装置工事事業

者が申込手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、当該工事に関し、次

の図書類を入手又は作成し、水道事業者に対し、提出する。 



 

図 書 類 （１） （２） （３） 

給水装置工事申込書 ○ ○ ○ 

既設配管の材質確認書（図面及び現場確認） ○   

水質試験成績証明書 ○   

塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三

者認証品の場合は当該機関の認証登録証の写 
 ○  

ライニングによる更生工事施工時の施工計画書  ○  

同上施工報告書（写真添付）  ○  

浸出性能確認の水質試験成績証明書  ○  

浸出性能試験成績証明書   ○ 

誓約書 必要に応じ○ 必要に応じ○ 必要に応じ○

その他水道事業者が指示した図書 ○ ○ ○ 
注：表中の（１）（２）（３）は、本文の１．事前確認に記述されている（１）（２）（３）

のケースの工事をいう。 
 
３．水道事業者の対応 

水道事業者は、給水装置の変更工事申込の際に提出された水質試験等の結果及び既

設配管の材質等の情報に基づき、必要に応じて給水装置の維持管理等に関する留意事

項を所有者等に周知、指導する。 
 

 
 
 

 
 

- 3 -


	050905通知.pdf
	050905通知受水槽以下設備切替.pdf



